
JP 6211192 B2 2017.10.11

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　建築用足場装置の足場管であって、第１の軸方向の管端（１２）から反対側の第２の軸
方向の管端（１４）に延びる管軸線（Ａ）と、前記第１の軸方向の管端（１２）に設けら
れた受け部（１６）と、前記第２の軸方向の管端（１４）に設けられ、前記受け部（１６
）と比較して減少した断面を有し、挿入部（１８）の方に向けられた環状の支持面（２４
）を形成する半径方向ショルダ（２２）で終端する前記挿入部（１８）とを有し、同一の
挿入部（１８）を有する隣接する足場管（１０）が前記受け部（１６）内に挿入されるよ
うに、前記受け部（１６）の内径（ｄ１，ｉ）が前記挿入部（１８）の外径（ｄ２，ａ）
より大きい足場管において、
　前記足場管は、一体的に作られており、前記足場管（１０）の管壁（３４）が、前記第
１の軸方向の管端（１２）で、最大壁厚（ｓｍａｘ）を有し、前記第１の軸方向の管端（
１２）以外では、より小さな壁厚（ｓ）を有することを特徴とする足場管。
【請求項２】
　前記第１の軸方向の管端（１２）における前記最大壁厚（ｓｍａｘ）は、１．２×ｓ≦
ｓｍａｘ≦２×ｓで規定されることを特徴とする請求項１に記載の足場管。
【請求項３】
　前記第１の軸方向の管端（１２）における前記最大壁厚（ｓｍａｘ）は、ｓｍａｘ≒１
．５×ｓで規定されることを特徴とする請求項２に記載の足場管。
【請求項４】
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　前記第１の軸方向の管端（１２）における前記足場管（１０）の外径（ｄ１，ａ）は、
前記受け部（１６）の外径（ｄ１，ａ）に一致することを特徴とする請求項１乃至３のい
ずれか１項に記載の足場管。
【請求項５】
　前記足場管（１０）は、前記第１の軸方向の管端（１２）に増厚部（３６）を有し、当
該増厚部（３６）では、前記管壁（３４）が前記より小さな壁厚（ｓ）から前記最大壁厚
（ｓｍａｘ）にかけて楔状に増厚化することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項
に記載の足場管。
【請求項６】
　前記増厚部（３６）は、ｓ＜ＬＡ＜５×ｓである軸方向の寸法（ＬＡ）を有することを
特徴とする請求項５に記載の足場管。
【請求項７】
　前記増厚部（３６）は、ＬＡ≒２．５×ｓである軸方向の寸法（ＬＡ）を有することを
特徴とする請求項６に記載の足場管。
【請求項８】
　前記第１の軸方向の管端（１２）における前記受け部（１６）は、位置決め溝（２６）
を１つだけ有し、当該位置決め溝（２６）は、周方向に途切れているか又は連続しており
、前記受け部（１６）の前記内径（ｄ１，ｉ）を減少させると共に前記受け部（１６）の
最小内径（ｄ１，ｉ，ｍｉｎ）を規定することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１
項に記載の足場管。
【請求項９】
　前記挿入部（１８）は、前記第２の軸方向の管端（１４）から前記半径方向ショルダ（
２２）にかけて軸方向の挿入長さ（ＬＥ）を有し、前記第１の軸方向の管端（１２）から
の前記位置決め溝（２６）の軸方向の空間（ｘｐ）が、前記軸方向の挿入長さ（ＬＥ）の
１／３より小さいことを特徴とする請求項８に記載の足場管。
【請求項１０】
　前記第１の軸方向の管端（１２）からの前記位置決め溝（２６）の軸方向の空間（ｘｐ

）は、前記軸方向の挿入長さ（ＬＥ）の１／５より小さいことを特徴とする請求項９に記
載の足場管。
【請求項１１】
　前記第１の軸方向の管端（１２）からの前記位置決め溝（２６）の軸方向の空間（ｘｐ

）が、前記受け部（１６）の前記内径（ｄ１，ｉ）より小さいことを特徴とする請求項８
乃至１０のいずれか１項に記載の足場管。
【請求項１２】
　前記受け部（１６）は、周方向に途切れているか又は連続している溝（２８）を有し、
この溝（２８）は、前記第１の軸方向の管端（１２）に対して、前記位置決め溝（２６）
より大きな軸方向の空間（ｘＮ）を有し、ｄ１，ｉ，ｍｉｎ＜ｄ１，ｉ，Ｎ＜ｄ１，ｉで
規定される内径（ｄ１，ｉ，Ｎ）を有することを特徴とする請求項８乃至１１のいずれか
１項に記載の足場管。
【請求項１３】
　前記挿入部（１８）は、前記第２の軸方向の管端（１４）から前記半径方向ショルダ（
２２）にかけて軸方向の挿入長さ（ＬＥ）を有し、前記第１の軸方向の管端（１２）に対
する前記溝（２８）の軸方向の空間（ｘＮ）は、０．５×ＬＥ＜ｘＮ＜ＬＥで規定される
ことを特徴とする請求項１２に記載の足場管。
【請求項１４】
　前記第１の軸方向の管端（１２）に対する前記溝（２８）の軸方向の空間（ｘＮ）は、
ｘＮ≒０．８×ＬＥで規定されることを特徴とする請求項１３に記載の足場管。
【請求項１５】
　前記足場管（１０）は、前記受け部（１６）と前記挿入部（１８）との間に中間領域（
２０）を有し、当該中間領域において、前記足場管（１０）は、前記受け部（１６）にお
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ける場合と同じ外径（ｄ１，ａ）を有することを特徴とする請求項１乃至１４のいずれか
１項に記載の足場管。
【請求項１６】
　前記中間領域（２０）は、前記半径方向ショルダ（２２）に隣接して拡張部（４０）を
有し、当該拡張部において、前記足場管（１０）は、前記半径方向ショルダ（２２）に向
かって半径方向に拡張することを特徴とする請求項１５に記載の足場管。
【請求項１７】
　前記環状の支持面（２４）は、前記受け部（１６）の前記外径（ｄ１，ａ）より大きな
外径（ｄ３，ａ）を有することを特徴とする請求項１乃至１６のいずれか１項に記載の足
場管。
【請求項１８】
　前記半径方向ショルダ（２２）に隣接する前記挿入部（１８）は、周方向に延びる縮小
部（３８）を有し、前記環状の支持面（２４）は前記挿入部（１８）の前記外径（ｄ２，

ａ）より小さな内径（ｄ３，ｉ）を有することを特徴とする請求項１乃至１７のいずれか
１項に記載の足場管。
【請求項１９】
　前記挿入部（１８）は、前記第２の軸方向の管端（１４）に向かってテーパ状になって
いてテーパ状導入部（３０）を形成することを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか１
項に記載の足場管。
【請求項２０】
　前記足場管（１０）は、作業用足場装置の一部であり、且つ前記足場管（１０）の前記
壁厚（ｓ）は最大３．２ｍｍであるか、又は耐荷重足場装置の一部であり、且つ前記足場
管（１０）の前記壁厚（ｓ）は２．７～３．２ｍｍであることを特徴とする請求項１乃至
１９のいずれか１項に記載の足場管。
【請求項２１】
　前記足場管（１０）は、作業用足場装置の一部であり、且つ前記足場管（１０）の前記
壁厚（ｓ）は、約２．７ｍｍであるか、又は耐荷重足場装置の一部であり、且つ前記足場
管（１０）の前記壁厚（ｓ）は２．７～３．２ｍｍであることを特徴とする請求項２０に
記載の足場管。
【請求項２２】
　請求項１乃至２１のいずれか１項に記載の少なくとも１つの足場管（１０）と、前記足
場管（１０）に確実に固定された横断保持具（４２）とを有する足場要素。
【請求項２３】
　前記横断保持具（４２）は、前記足場管（１０）の前記受け部（１６）又は中間領域（
２０）において、前記足場管（１０）に対して垂直に配置されていることを特徴とする請
求項２２に記載の足場要素。
【請求項２４】
　請求項１乃至２１のいずれか１項に記載の２つの足場管（１０）からなり、２つの当該
足場管（１０）は、前記建築用足場装置の枠要素を形成するために、前記横断保持具（４
２）により互いに接続されていることを特徴とする請求項２２又は２３に記載の足場要素
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、第１の軸方向の管端から反対側の第２の軸方向の管端に延びる管軸線と、第
１の軸方向の管端に設けられた受け部と、第２の軸方向の管端に設けられ、受け部と比較
して減少した断面を有し、挿入部の方に向けられた環状の支持面を形成する半径方向ショ
ルダで終了する挿入部とを有する建築用足場装置の足場管であって、同一の挿入部を有す
る隣接する足場管を受け部内に挿入されるように、受け部の内径が挿入部の外径より大き
い足場管に関する。また、本発明は、このような足場管を有する足場要素にも関する。
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【背景技術】
【０００２】
　建築用足場装置は、例えば作業用足場装置又は耐荷重足場装置として架設される。足場
管は、建築用足場装置、特に作業用足場装置における枠要素に従来から使用されており、
且つ耐荷重足場装置を架設する場合に、又はいわゆる通路枠と共に、個々のポストとして
従来から使用されている。枠足場装置では、２つの平行な足場管が、少なくとも１つの横
断保持具に接続されており、具体的には溶接されている。枠要素は、足場をかなりの高さ
にすることができるように、一方が他方に取り付けられる。しかしながら、足場管はまた
、個々のロッドとして架設される。このような建築用足場装置の原理は、実質的に常に同
じである。足場管の軸方向端部では、断面が減少し、いわゆる挿入部が形成される。反対
側の端部では、受け部に、隣接する足場管の挿入部を挿入することができ、又はその逆も
可能である。挿入部及び受け部は、挿入し易くするために、互いに対して半径方向の遊び
を有する。しかしながら、この半径方向の遊びは、上側の足場管が、下側の足場管に対し
て容易に傾く場合があるので、足場装置の安定性に対しては不都合である。最大傾斜角度
を減少させるために、塑性変形によって形成され且つ互いに周方向に離れて配置された軸
方向の縦溝を有する完全な受け部を設けることが知られている。これにより、半径方向の
遊びが減少する。しかしながら、この利点は、足場管の一方の他方の内部への挿入がもは
やそれ程容易にはできず、特に枠要素の足場管が枠要素の他の足場管よりかなり前に挿入
される場合、足場の架設又は解体中、管が引っかかり易く、又は傾き易くなるという欠点
の代償の上に成り立っている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　したがって、本発明の目的は、高度な足場の安定性を有しつつ、建築用足場装置の簡単
且つ迅速な架設及び解体を可能にする足場管を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　この目的は、本発明により、前書きで述べられたタイプの足場管によって達成される。
この足場管の管壁は、第１の軸方向の管端に、最大壁厚ｓｍａｘを有し、それ以外、即ち
すべての他の領域では、より小さな壁厚ｓを有する。第１の軸方向の管端における半径方
向に拡張した増厚化した管壁は、増厚部によって形成された足場管の前側と、挿入された
他の足場管の半径方向ショルダにおける隣接する支持面との間の接触面を増加させる。こ
の例では、接触面はまた、一方が他方の内部に挿入された管が半径方向に相対的にずれる
場合、周方向に連続する幅広い環状面を形成する。したがって、増加量を最小限のみに留
める材料に関する要求がある場合、第１の軸方向の管端において、圧力分布がより均一に
なり、面圧がより小さくなる。
【０００５】
　反対に、受け部の前面は、従来技術では、接触面が減少するように半径方向ショルダの
支持面に対してずらされる場合がある。これにより、前側において管は、より大きな荷重
を受け易くなって耐荷重性が小さくなり、且つより容易に塑性変形する可能性がある。
【０００６】
　好ましい方法では、第１の軸方向の管端における管壁の増厚化が、半径方向への管壁の
塑性拡張をもたらす足場管の据込み変形によって実行される。
【０００７】
　好ましくは、第１の軸方向の管端における最大壁厚ｓｍａｘは、１．２×ｓ≦ｓｍａｘ

≦２×ｓ、特にｓｍａｘ≒１．５×ｓで規定される。ここで、ｓは、第１の軸方向の管端
で増厚化する管壁の外側での足場管の実質的に一定な壁厚を表す。
【０００８】
　特に好ましい方法では、第１の軸方向端部における足場管の外径は、受け部の外径と実
質的に一致する。言い換えれば、このことは、第１の軸方向の管端は、半径方向内側に拡
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張するが、第１の軸方向の管端の領域における足場管の半径方向の外側が実質的に筒状、
特に円筒状のままであることを意味する。したがって、増厚化した管壁は、大きな前面を
提供するばかりでなく、この前面と挿入された足場管の支持面との間の可能な限り拡張し
た接触をさらにまた確実にする。
【０００９】
　足場管における第１の軸方向の管端には、管壁がより小さな壁厚ｓから最大壁厚ｓｍａ

ｘにかけて実質的に楔状に増厚化している増厚部が設けられるのが好ましい。
【００１０】
　増厚部は、特に、ｓ＜ＬＡ＜５×ｓ、特にＬＡ≒２．５×ｓを満たす軸方向の寸法ＬＡ

を有してもよい。ここで、ｓはまた、第１の軸方向の管端における管壁増厚部の外側での
足場管の実質的に一定の壁厚を表す。
【００１１】
　上述の目的はまた、本発明により、前書きで述べられたタイプの足場管によって達成さ
れる。この足場管では、第１の軸方向の管端における受け部は、精密な１つの位置決め溝
を有し、この位置決め溝は、周方向に途切れているか又は連続しており、受け部の内径ｄ

１，ｉを低減し、受け部の最小内径ｄ１，ｉ，ｍｉｎを規定する。
【００１２】
　本発明は、小さな半径方向の遊びと、一方が他方の内部に入る隣接する足場管の簡単な
挿入との間の優れた折衷案を提供する。形成された位置決め溝により、受け部は、第１の
軸方向の管端で最小内径を有し、これにより、従来の成形されていない足場管に対して半
径方向の遊びがかなり減少する。しかしながら、受け部はまた、半径方向ショルダに向か
う位置決め溝の軸方向下流に、最小内径に対して増加した内径を有し、このため、挿入さ
れるべき足場管は、挿入部の先端が位置決め溝の領域をちょうど過ぎた後、依然としてか
なりの程度傾くことができる。挿入作業の始まりに一方が他方に挿入されることが意図さ
れた足場管が、非常に簡単にかなりの程度、互いに対して傾くことができるため、足場管
の望ましくない引っかかり又は傾きは、実質的にあり得ない。しかしながら、挿入部の先
端、即ち第２の軸方向の管端が、受け部内により深く貫通すればするほど、生じた２つの
当接面間の空間も大きくなる。生じた２つの当接面は、即ち、一方では、挿入部の先端と
受け部の内側との間の当接面であり、他方では、位置決め溝と挿入部の隣接する領域との
間の当接面である。当接面間の軸方向の空間が大きくなるにつれて、挿入部の先端におい
て半径方向の遊びにより可能になる最大傾斜角度が、次第に小さくなる。
【００１３】
　挿入される足場管の半径方向の位置決めが、単に単一の位置決め溝によって実行される
ため、半径方向の遊び、即ち位置決め溝によって規定される挿入部の外径と受け部の最小
内径との間の間隙を、建築用足場装置の組み立て又は解体に関する複雑性をそれ程増すこ
となく、従来の建築用足場装置に対して減少させることができる。精密な１つの位置決め
溝により、２つの足場管が、一方が他方の内部に挿入された場合、最初はかなりの程度傾
くことが可能であり、このため、半径方向の遊びがほとんどなくても、建築用足場装置に
おける組み立ての楽な架設及び解体が確実になるからである。足場管が組み立てられた状
態では、その後、小さな半径方向の遊びが建築用足場装置の安定性及び耐荷重性に有効に
作用する。
【００１４】
　足場管の実施の形態では、挿入部が、第２の軸方向の管端から半径方向ショルダにかけ
て、軸方向の挿入長さを有する。第１の軸方向の管端からの位置決め溝の軸方向の空間は
、軸方向の挿入長さの１／３、特に１／５より小さい。
【００１５】
　さらに、第１の軸方向の管端からの位置決め溝の軸方向の空間はまた、受け部の内径よ
り小さい場合がある。第１の軸方向の管端に非常に近い位置決め溝の軸方向の配置により
、挿入作業の始まりにおいて、足場管の傾きが、簡単な組み立て又は解体のために容易に
可能になる。同時に、結合した状態では、足場管は、位置決め溝が第１の軸方向の管端に
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対して、したがって足場管の支持面に対して近接している結果として、半径方向の遊びが
ほとんどない状態で互いに固定されている。支持面に近くに遊びがほとんどない状態でこ
のように固定することは、足場管の接続における高い軸方向の耐荷重性及び安定性をもた
らす。
【００１６】
　足場管の別の実施形態では、受け部は、周方向に途切れているか又は連続している溝を
有する。この溝は、第１の軸方向の管端に対して、位置決め溝より大きな軸方向の空間を
有し、ｄ１，ｉ，ｍｉｎ＜ｄ１，ｉ，Ｎ＜ｄ１，ｉで規定される内径ｄ１，ｉ，Ｎを有す
る。位置決め溝に加えて設けられたこの溝により、２つの足場管の挿入作業の終わりに、
詳細には１つの足場管における挿入部の先端が他の足場管の受け部における溝に到達した
場合に、互いに対する２つの足場管の生じ得る傾斜角度が減少する。これにより、組み立
てられた建築用足場装置の安定性及び耐荷重性が増すが、傾斜角度の減少が挿入作業の終
わり及び挿入状態において明白になるので、建築用足場装置の架設又は解体中の組み立て
易さには、いかなる影響もほとんど及ぼさない。位置決め溝の領域における挿入された足
場管の挿入部は、任意の追加的に設けられた溝よりも小さな半径方向の遊びを有すること
が強調されるべきである。
【００１７】
　足場管の挿入部は、この例では、第２の軸方向の管端から半径方向ショルダにかけて、
軸方向の挿入長さＬＥを有し、第１の軸方向の管端に対する溝の軸方向の空間ｘＮは、０
．５×ＬＥ＜ｘＮ＜ＬＥ、特にｘＮ≒０．８×ＬＥで規定されるのが好ましい。これによ
り、傾斜角度の減少が挿入作業の終わりにのみ実行され、このため、建築用足場装置の組
み立て易さには、ほとんど影響が出ない。また、位置決め溝と他の溝との間の最大の生じ
得る軸方向の空間は、最大の生じ得る傾斜角度を特に有効に減少させる。
【００１８】
　別の実施形態では、足場管は、受け部と挿入部との間に中間領域を有し、中間領域では
、足場管が、受け部における場合と同じ外径ｄ１，ａ及び同じ形状を有することが好まし
い。この中間領域は、足場管の長手方向の架設用に使用される。受け部は挿入部と同じ軸
方向長さを有するが、足場管の必要な軸方向長さは、中間領域を介して達成され得る。
【００１９】
　中間領域は、半径方向ショルダに隣接して、特に拡張部を有してもよく、拡張部では、
足場管が半径方向ショルダに向かって半径方向に拡張する。これにより、増大した支持面
が足場管の半径方向ショルダに生じ、このため、取り付けられた足場管における第１の軸
方向の管端の前面が、常に全体が確実に荷重に耐えることができる。
【００２０】
　特に、足場管の環状の支持面は、受け部の外径ｄ１，ａより大きい外径ｄ３，ａを有し
てもよい。
【００２１】
　足場管の別の実施の形態では、半径方向ショルダに隣接する挿入部が周方向に延びる縮
小部を有し、このため、環状の支持面が、挿入部の外径ｄ２，ａより小さな内径ｄ３，ｉ

を有する。
【００２２】
　挿入部は、足場管の第２の軸方向端部に向かってテーパ状になってテーパ状導入部を形
成することが好ましい。このテーパ状導入部は、例えば塑性管変形によって作り出され、
導入されるべき挿入部の領域、即ち第２の軸方向の管端が、ある種の先端を形成するので
、他の足場管の受け部への挿入部の挿入が容易になる。
【００２３】
　足場管の壁厚は、作業用足場装置では、最大３．２ｍｍ、特に２．７ｍｍであるのが好
ましい。これは、足場管としては特に小さな壁厚であり、したがって、足場管の重量に有
効な効果を有する。この小さな壁厚は、足場管又は建築用足場装置の安定性が、足場管の
第１の軸方向の管端における位置決め溝及び／又は増厚化した管壁によって確実なものと
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なるので、実現することができる。足場管のより小さな壁厚により、重量が減少し、した
がって、建築用足場装置の架設及び解体が容易になる。同じことが、少なくとも３．２ｍ
ｍという従来の壁厚を有する耐荷重足場装置にも当てはまる。この壁厚は、特に約２．９
ｍｍまで減少させてもよく、又は変更なしでもよい。これにより、足場の耐荷重性がかな
り増す。
【００２４】
　本発明は、少なくとも１つの上述の足場管と、足場管に確実に取り付けられた横断保持
具とを備える足場要素をさらに含み、横断保持具は、足場管の受け部又は中間領域におい
て、足場管に対して垂直に配置され且つ固定されるのが好ましい。少なくとも１つの耐荷
横断保持具は、受け部又は中間領域に配置されるのが好ましい。これは、受け部又は中間
領域が、本発明による足場管における安定領域であるからである。このような足場要素は
、例えば、足場又は枠要素の架設中に作業面を拡張するために使用される角ばった要素で
あってもよい。
【００２５】
　特に、足場要素は、建築用足場装置の枠要素を形成するために、少なくとも１つの横断
保持具により互いに接続される上述の足場管を２つ備えてもよい。このように架設される
枠要素は、Ｈ要素又はＴ要素として通常は知られており、足場の架設中、迅速且つ効率的
に建築用足場装置の側壁を形成するために使用される。
【００２６】
　本発明の他の特徴及び利点は、好ましい実施の形態の以下の説明と図面の参照とによっ
て理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１の実の施形態に係る一方が他方の内部に挿入された２つの足場管の
縦断面図である。
【図２】第１の軸方向の管端の領域における図１の詳細な部分断面図である。
【図３】本発明の第２の実施の形態に係る一方が他方の内部に挿入された２つの足場管の
縦断面図である。
【図４】第１の軸方向の管端の領域における図３の詳細な部分断面図である。
【図５】本発明に係る２つの足場管を有する本発明の足場要素の斜視図である。
【図６】モジュール式の足場装置の一例における本発明の足場管の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　図１～図４は、建築用足場装置用の足場管１０を示す。これらの管は、例えば、後述す
る枠要素のような足場要素のロッド又は部材として架設され得る。足場管１０の各々は、
第１の軸方向の管端１２から反対側の第２の軸方向の管端１４に延びる管軸線Ａと、第１
の軸方向の管端１２に設けられた受け部１６と、第２の軸方向の管端１４に設けられ、足
場管１０の残りの部分より外側断面が小さい挿入部１８とを有する。
【００２９】
　受け部１６の内径ｄ１，ｉは、挿入部１８の外径ｄ２，ａより大きい。このため、同一
の挿入部１８を有する隣接する足場管１０を受け部１６内に挿入することができる。
【００３０】
　受け部１６は中間領域２０を介して挿入部１８に接続される。中間領域２０は、段差が
ないように同じ幾何学的形状及び同じ寸法で受け部１６内に没入するがが好ましい。
【００３１】
　中間領域２０は、半径方向ショルダ２２により挿入部１８に一体的に接続されている。
半径方向ショルダ２２は、挿入部１８の方に向けられ且つ２つの足場管１０が、一方が他
方の内部に挿入された場合にストッパとして作用する支持面２４を有する。
【００３２】
　足場管１０の全体は、金属管から一体的に生産されることが好ましく、様々な部分が、
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足場管１０の塑性変形により簡単に形成される。
【００３３】
　図１及び図３によれば、受け部１６は、周方向に途切れているか又は連続しており、且
つ受け部１６の内径ｄ１，ｉを減少させる精密な１つの位置決め溝２６を第１の軸方向の
管端１２に有する。受け部１６の最小内径ｄ１，ｉ，ｍｉｎは、この例では、精密な１つ
の位置決め溝２６によってのみ定められる。
【００３４】
　位置決め溝２６によって規定された受け部１６の最小内径ｄ１，ｉ，ｍｉｎは、挿入部
１８の外径ｄ２，ａよりほんのわずかに大きく、このため、位置決め溝２６の領域で結合
した２つの足場管１０は、ほとんど遊びがないように半径方向に接続されている。半径方
向の遊びがほとんどない状態で一方が他方の内部に挿入される足場管１０のこのような接
続は、建築用足場装置の高度な安定性及び耐荷重性をもたらす。
【００３５】
　受け部１６が、最小内径ｄ１，ｉ，ｍｉｎを規定する位置決め溝２６を１つしか有さな
いため、２つの足場管１０における挿入作業の始まりには、足場管１０の非常に大きな程
度の傾きが依然として可能であり、このため、位置決め溝２６の領域では半径方向の遊び
が少ないにもかかわらず、建築用足場装置の簡単に組み立て及び解体がなされる。
【００３６】
　２つの足場管１０の挿入作業の始まりにおいて、非常に大きな傾斜角度を可能にし、且
つ一方が他方の内部に挿入された足場管１０を、第１の軸方向の管端１２の領域で、可能
な限り最も半径方向に遊びがないように互いに対して固定するためには、位置決め溝２６
が、第１の軸方向の管端１２の可能な限り近くに配置されることが有効である。しかしな
がら、位置決め溝２６は、第１の軸方向の管端１２からかなり離れて配置されているので
、受け部１６の半径方向の外径ｄ１，ａは、位置決め溝２６によってはもはや減少しない
。したがって、第１の軸方向の管端１２で支持面を形成する環状の前面の直径は、位置決
め溝２６によっては減少せず、このことは、建築用足場装置の安定性及び耐荷重性にプラ
スの影響を及ぼす。
【００３７】
　挿入部１８は、第２の軸方向の管端１４から半径方向ショルダ２２にかけて、軸方向の
挿入長さＬＥを有する。第１の軸方向の管端１２からの位置決め溝２６の軸方向の空間ｘ

Ｐは、軸方向の挿入長さＬＥの１／３、特に１／５より小さいことが特に有効であると分
かっている。挿入長さＬＥは、約１５０から２５０ｍｍまでの範囲にあることが好ましい
。
【００３８】
　受け部１６の内径ｄ１，ｉに関しては、第１の軸方向の管端１２からの位置決め溝２６
の軸方向の空間ｘＰは、受け部１６の内径ｄ１，ｉより小さいことが特に有効であると分
かっている。
【００３９】
　図１及び図３に示されるように、受け部１６は、周方向に途切れているか又は連続して
いる別の溝２８を有し、この溝２８は、第１の軸方向の管端１２に対して、位置決め溝２
６より大きな軸方向の空間ｘＮを有し、内径ｄ１，ｉ，Ｎをｄ１，ｉ，ｍｉｎ＜ｄ１，ｉ

，Ｎ＜ｄ１，ｉでさらに規定される。このことは、言い換えれば、任意の溝２８が、挿入
された足場管１０の挿入部１８に対して、位置決め溝２６より大きな半径方向の遊びを有
することを意味する。溝２８は、挿入作業の終わり及び２つの足場管１０が結合した状態
において、傾斜角度を減少させることにのみ役立つ。このことは、建築用足場装置の安定
性及び耐荷重性に有効な効果を及ぼすが、建築用足場装置の組み立て易さにはいかなる不
都合な影響もほとんど及ぼさない。
【００４０】
　特に大きな傾斜角度の減少は、溝２８が、軸方向において位置決め溝２６から可能な限
り最も離れて配置された場合に生じ得る。挿入部１８の軸方向の挿入長さＬＥに関しては
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、第１の軸方向の管端１２からの溝２８の軸方向の空間ｘＮが０．５×ＬＥ＜ｘＮ＜ＬＥ

、特に、ｘＮ≒０．８×ＬＥを満たす場合に、特に有効であることが分かっている。
【００４１】
　挿入部１８は、テーパ状の自由端を有する。挿入部１８の断面積は、挿入部１８の外径
ｄ２，ａが位置決め溝２６の領域における受け部１６の内径ｄ１，ｉ，ｍｉｎより小さく
なるような程度にまで減少する。したがって、第１の足場管１０の挿入部１８を、同一の
第２の足場管１０の受け部１６内に確実に挿入できる。
【００４２】
　図１及び図３によれば、足場管１０の挿入部１８は、第２の軸方向の管端１４に向かう
方向にテーパ状になっており、テーパ状導入部３０を形成する。テーパ状導入部３０は、
実質的に一定の円筒状の断面を有する円筒状導入部３２と軸方向に隣接する。
【００４３】
　このようなテーパ状導入部３０を有する足場管１０の製造に関する変形例では、２つの
足場管１０が結合した状態での任意の溝２８を、テーパ状導入部３０ではなく円筒状導入
部３２に、半径方向に確実に隣接させるべきである。理由は、そうでなければ溝２８によ
る傾斜角度の減少が生じないためである。
【００４４】
　また、足場管１０は、挿入部１８に開口３３（図１及び図３参照）を有する。開口３３
は、２つの足場管１０が結合された後で、接続部を追加的に固定する固定ピン用に提供さ
れる。受け部１６は、開口３３と整列した対応する開口３５を有し、このため固定ピンを
２つの開口３３、開口３５を介して挿入することができる。
【００４５】
　特に、図２及び図４で断面の詳細を参照すると、第１の軸方向の管端１２における足場
管１０の管壁３４が、最大壁厚ｓｍａｘを有し、且つ実質的に一定のより小さな壁厚ｓを
さらに有することが、明らかに見て取れる。
【００４６】
　図示された実施の形態では、第１の軸方向の管端１２における管壁３４の増厚部は、半
径方向内側への足場管１０の据込み変形によって得られている。このため、第１の軸方向
の管端１２における足場管１０の外径ｄ１，ａは、受け部１６の外径ｄ１，ａと実質的に
一致する。したがって、位置決め溝２６と任意に設けられた溝２８を除いて、受け部１６
は、一定の実質的に円筒状の外側断面を保持する。
【００４７】
　図２及び図４によれば、足場管１０は、第１の軸方向の管端１２に増厚部３６を有し、
増厚部３６では、管壁３４が、より小さな壁厚ｓから最大壁厚ｓｍａｘにかけて、実質的
に楔状に増厚化しており、ここでは、増厚部３６の軸方向の寸法ＬＡは、ｓ＜ＬＡ＜５×
ｓ、特にＬＡ≒２×ｓで規定される。ここで、ｓは、（増厚部３６を除いて）足場管１０
の実質的に一定な壁厚を表す。
【００４８】
　足場管１０の壁厚に関して、第１の軸方向の管端１２における最大壁厚ｓｍａｘは、１
．２×ｓ≦ｓｍａｘ≦２×ｓ、特にｓｍａｘ≒１．５×ｓによって規定される。
【００４９】
　図１及び図２は、第１の実施形態による足場管１０を示している。半径方向ショルダ２
２に隣接する挿入部１８は、周方向に延びる縮小部３８を有しており、環状の支持面２４
は、内径ｄ３，ｉが挿入部１８の外径ｄ２，ａより小さい。
【００５０】
　反対に、図３及び図４は、第２の実施の形態による足場管１０を示している。しかしな
がら、この足場管１０は、第１の実施の形態と構造及び機能の面で非常に似ている。この
ため、相違点のみを以下に説明する。
【００５１】
　第１の実施の形態の修正形態において、図３及び図４の足場管１０は、半径方向ショル
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ダ２２の隣に、周方向に延びる縮小部３８を有さない。このため、支持面２４の内径ｄ３

，ｉは、挿入部１８の外径ｄ２，ａと実質的に一致する。
【００５２】
　それに代えて、図３及び図４による足場管１０の環状の支持面２４は、第１の実施の形
態とは対照的に、外径ｄ３，ａが受け部１６の外径ｄ１，ａより大きい。
【００５３】
　これは、円錐形の拡張部４０を有する半径方向ショルダ２２に隣接した足場管１０の中
間領域２０によって達成される。拡張部４０では、足場管１０が半径方向ショルダ２２に
向かって半径方向に拡張する。
【００５４】
　壁厚ｓに関して、拡張部４０の拡張部ｒは、０．２×ｓ≦ｒ≦ｓ、特にｒ≒０．５×ｓ
によって規定される。足場管１０が結合した場合、中間領域２０における半径方向の拡張
部ｒにより、第１の軸方向の管端１２における任意に拡張した前面が、表面領域全体にわ
たって支持面２４と常に確実に当接することができる。これにより、度の面圧及び不均一
な圧力分布が実質的に防止される。
【００５５】
　図１～図４による足場管１０はまた、足場要素を備えてもよい。これらの足場要素は、
例えば枠要素（図５参照）又は角のある要素であり、これらの要素は、足場管１０に加え
て、別の方法で架設される横断保持具４２又は保持具を有する。これらの保持具は、足場
管（単数及び複数）１０、特に足場管の受け部１６又は中間部２０に溶接される。
【００５６】
　図５による実施の形態では、長さが異なる２つの足場管１０が、横断保持具４２により
互いに接続されている。横断保持具４２は、それぞれの場合に溶接され、足場要素が形成
される。この場合、両方の足場管１０は、挿入部１８を有し、挿入部１８は、同じ側に配
置されており、対応する受け部１６が、挿入部１８の反対側の端部に配置されている。中
間の管をより短い足場管１０に任意に取り付けてもよい。
【００５７】
　代案としては、足場管１０また、本発明に係る角ばった要素用に使用され得る。
【００５８】
　増厚部３６は別として、作業用足場装置用の変形していない足場管１０における壁厚ｓ
は、最大３．２ｍｍ、特に約２．７ｍｍであり、この値は、従来の足場管の壁厚より小さ
い。したがって、本発明に係る足場管１０は、より軽量であり、したがって取り扱いの面
で利点を有する。
【００５９】
　図５は、作業用足場装置の一部を示している。作業用足場装置は、建設現場のそばに配
置されており、作業者が上を歩く。
【００６０】
　変形例として、足場管１０はまた、図６に示されるような、モジュール式の足場装置の
一部であってもよい。図６は、保持具管として架設され、例えば天井用の型枠を保持する
足場管１０を特に示している。この足場管１０はまた、図１～図４を参照して上述され且
つ示されたように架設される。増厚部３６は別として、耐荷重足場装置用のこのような足
場管１０における壁厚ｓは、限定的であると理解されることを意図するものではないが、
２．７から３．２ｍｍの間にあることが好ましく、したがって耐荷重足場装置用の従来の
管における壁厚より小さい。
【００６１】
　足場管１０に任意に設けられ、且つ取り付けられる円形固定プレート４４は、隣接する
足場部品を固定する役割を果たす。
【符号の説明】
【００６２】
１０　足場管



(11) JP 6211192 B2 2017.10.11

10

１２　第１の軸方向の管端
１４　第２の軸方向の管端
１６　受け部
１８　挿入部
２０　中間領域
２２　ショルダ
２４　支持面
２６　位置決め溝
２８　溝
３０　テーパ状導入部
３２　円筒状導入部
３３　開口
３４　管壁
３５　開口
３６　拡張部
３８　縮小部
４０　拡張部
４２　横断保持具
４４　円形固定プレート

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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